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ⅰ. はじめに 
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① なぜ、関税分類が必要か 
② 関税率表に求められていること 
③ 関税分類の原則 
  



輸入貨物の関税分類（輸出は逆の流れ） 

 

 

関税分類（9,359品目…9ケタ） 
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関税・消費税・その他の税金は・・・ 
必要な情報
の所在 

関税率表上の分類 

4202.１１-２００ 

1512.19-010 

課税標準 

課税価格 

KG 

税率 

従価税率 

従量税率 

税 額 

税 額 

税 額 

× 10％ 

× 10.4円 

関税分類 原産地 

関税評価 

①従価税 

②従量税 
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革製トランク 

ひまわり油 



ＨＳの導入 

 ・なぜ関税分類が必要か 

 ・関税率表（品目表）に求められること 

 ・HS誕生の背景 

ⅱ. 関税分類の世界統一 
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なぜ関税分類が必要か？ 
①国境を跨いでさまざまな物品が貿易取引 

 生きている動物、肉、野菜、石油、書籍、衣類、工作機械、コンピュー
ター、DVD、おもちゃ、骨董、水、電気、武器、廃棄物、覚せい
剤・・・・・ 

②国、国際機関、民間企業にとって、物品により目的の異なる扱いが必要 

 有税/無税、貿易統計の把握、原産地の決定、規制の対象か ・・・・・      

 

※あらゆるものが世界中で一義的に分類される表が求められる 

  ⇒ 世界共通の品目表の開発、作成。 
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  品目表に求められること 
 ・すべての物品を網羅し、かつ体系的であること 

 ・一つの物品は必ず一つのカテゴリーに分類されること 

 ・解釈が相違したとき、解決する仕組みを持っていること 

 ・国際的に広く利用されること 

 ・時代の変化に合わせてアップデートされること 

 



ＨＳ誕生の背景 

①関税協力理事会品目表（ＣＣＣＮ） 
 世界貿易の７５％をカバー 【米、加は使用せず】 

②真に国際的な品目表の作成を目指して 
 １９７３年～１９８３年 作成作業 
 １９８８年 ＨＳ条約発効 

③世界税関機構（WCO）が作成 

④世界貿易の98％超※をカバー （200以上の国・地域が使用）  

（※）WCO事務局調べ  

  条約締約国 148（14７か国・地域+ＥＵ） 【2013年10月1日現在】 
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ＨＳ：商品の名称及び分類についての統一システム 

（Harmonized  Commodity  Description  and  Coding  System） 

  HS品目表； 世界共通の６桁番号 

  日本の関税率表； 世界共通の６桁番号 ＋日本独自の３桁番号 



〈関税率表の設定〉 

①国際貿易統計の編纂 

②原産地の決定 

③貿易交渉 (例； WTO EPA) 

④貿易制限物品のモニター (例；オゾン層破壊物質、麻薬、ワシントン条約該当物品等) 

⑤セキュリティー確保の手段 

 体系的・統一的な分類システム 
 

主要目的：国際貿易の容易化 

（多目的な品目表） 
〈HS 導入前〉 

①主要貿易国間で異なる分類システムを使用 

②国際貿易の過程で一つの分類システムから他の分類システムへの再分類に要する
費用と時間の無駄 
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〈HS導入後〉 

①問題解決のため世界各国で受入可能な分類システムとして開発 

②世界貿易のほとんどすべてがHSを使用 

③国際貿易の世界共通言語 



HS条約の構造 
本文 

前文 

第1条から第20条 
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通則 

 

部注 

類注 

号注 

品目表 
 

附属書「統一システム」 



ＨＳ条約の規定（一部） 

【第３条 締約国の義務】 

   ①関税率表及び統計品目表をHSに適合 

     ‐全ての項（４桁）及び号（６桁）の使用 

     ‐通則並びに全ての部、類及び号の注の使用 

     ‐HSの数字上の配列に従う 

   ②HSに基づく輸出入貿易統計の公表 

   ③HS６桁を超える細分の設定  
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【第６条 統一システム委員会】 

   ①HS条約第６条に基づいて設立された委員会 

   ②HS条約締約国によって構成 

     （ＩＣＣ等の国際機関もオブザーバ参加） 

   ③年２回、WCO本部で開催 

 



日本の関税率表の構造 

部：２１ 

類：９６ 

項：１２２３ 

号：５２０４ 

統計細分：９３５９ 

関税率表 

号 
 

項 
 

類 
 

部 
 

部 
 

部 
 

類 
 

類 
 

項 
 

項 
 

号 
 

号 
 

税細分(統計細分) 
 

税細分(統計細分) 
 

税細分(統計細分) 
 

http://www.customs.go.jp/tariff/2013_4/index.htm 
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HS（項・号）及び統計細分の構成（例：ヘリウム） 

項番号：最初の２桁は、類番号を示す。 

 ３及び４番目の桁は、類の中の位置を示す。 

号番号：項は、更に２以上に分割されることがある。 

統計細分：号は、更に２以上に分割されることがある。 

項 号 統計細分 品   名 

28.02 2802.00 2802.00-000 昇華硫黄、沈殿硫黄及びコロイド硫黄 

28.04 水素、希ガスその他の非金属元素 

2804.10 2804.10-000  水素 

 希ガス 

2804.21 2804.21-000   アルゴン 

2804.29   その他のもの 

2804.29-100    ヘリウム 

2804.29-200    その他のもの 

HS 

日本 

(2804.2) 
１段落ち 

２段落ち 

３段落ち 
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基本税率 

ＥＰＡ税率 

品目分類 

品目分類 
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 6桁までは、国際的な枠組みで決定 
 

ⅲ. 関税分類の原則 
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関税率表の解釈に関する通則 【通則】 

 項レベル(4桁）の分類は、通則１～５までで決定される。 
【通常、殆どのケースは通則１～３までにより決定される。】 

 通則１ 
（4桁の規定及びこれに関連する部注、類注並びに6桁の規定による。） 

 混合物の場合等、通則1で決定できない場合 →通則２、３により決定 

14 http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/data/tuusoku.pdf 

 通則３（ａ）  

 最も特殊な限定をして記載 ＞ 一般的な記載 
   （次頁の事例参照）          

 通則３（ｂ） 

混合物、異なる材料から成る物品、セット・・・ 

重要な特性を与えている材料／構成要素から 

成るものとして決定。 

 通則３（ｃ） 

数字上の配列において最後となる項 

 



事例１ 
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事例２ 

①自動車用の繊維製マット 

 繊維製床用敷物（第５７．０３項）                    
   ＶＳ 

 自動車の付属品（第８７．０８項） 
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②自動車用のタイヤ 

 タイヤ（第４０．１１項）※新品の場合 

   ＶＳ 

 自動車の部分品（第８７．０８項） 

 

http://www.autobacs.com/img/goods/C/0082084080582.jpg


ⅳ. ＨＳ委員会での個別分類事例 
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 通則３（ｂ）  
 重要な特性を与えている構成要素 
 
 
 



事例3 玩具とお菓子のセット 

         ⇒ ＨＳ委員会の当初決定 

 通則３（b）「小売り用のセット」 

  セットを構成する全ての物品が、ある特定の必要性を満たすため又はある特定の
活動を行うための関係でないと、セット課税できない。 

玩具
（95.03項） 

砂糖菓子 

（17.04項） 
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（分離課税） 



通則３（ｂ） 重要な特性 

小売用のセットにした物品 【肯定事例】  
  ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｾｯﾄ（箱入り） 

・生スパゲッティ    ・粉チーズ    ・トマトソース 
19.02 協30円/Ｋｇ    04.06 協26.3％   21.03 協17％  
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通則３（ｂ） 重要な特性 

小売用のセットにした物品 

ｼｭﾘﾝﾌﾟ 
（16.05） 

ﾁｰｽﾞ 
（04.06） 

ﾍﾞｰｺﾝ 
（16.02） 

ﾚﾊﾞｰﾊﾟﾃ 
（16.02） 

ｿｰｾｰｼﾞ 
（16.01） 

【否定事例】 贈答缶詰ｾｯﾄ 
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事例3  ＨＳ委員会の決定（分類変更） 
      分離課税 ⇒ 玩具（セット） 
   

＝ 税率変更 

第95類注４ （2007年ＨＳ改正で新設） 

４． この類の注１のものを除くほか、第95.03項には、この項の物品と一以上の物品（関税率表の解釈に関する
通則３⒝のセットではないもので、単独で提示する場合は他の項に属するものに限る。）とを組み合わせたもの
を含む（小売用にしたもの及びがん具の重要な特性を有する組合せにしたものに限る。）。 

 

⇒  通則３（ｂ）の「小売り用のセット」と認められない場合でも、玩具に重要な特性を有する小売り用の物品は
、玩具（95.03項）で分類されることとなった。 

 

 

全体を玩具（95.03項）
として一括分類 
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    Ⅴ. おわりに               
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 事前教示制度 
 
 税関ＨＰで検索できる参考情報 
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税関HPで検索できる参考情報 

品目分類及び税率関係 

 

・実行関税率表 

http://www.customs.go.jp/tariff/index.htm 

 

・関税率表解説 / 分類例規 

http://www.customs.go.jp/tariff/kaisetu/index.htm 

 

・事前教示回答（品目分類） 【有効な事前教示回答書の検索が可能】 
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunrui/index.htm 

 

・輸入貨物の品目分類事例 【主要な分類事例を掲載】 
http://www.customs.go.jp/tetsuzuki/bunruijirei/bunruijirei_inde
x.htm 

 

  

                        
24 

HP共通：所管法令 

      関連法令 

      告示 

      通達 

      周知  等 

 www.customs.go.jp 



各税関の関税分類担当部門 

 函館税関業務部関税鑑査官  0138－40－4716 

 東京税関業務部首席関税鑑査官     03－3529－0700 

 横浜税関業務部首席関税鑑査官 045－212－6156 

 名古屋税関業務部首席関税鑑査官 

   nagoya-gyomu-kansa@customs.go.jp  052－654－4139 

 大阪税関業務部首席関税鑑査官 06－6576－3371 

 神戸税関業務部首席関税鑑査官 078－333－3118 

 門司税関業務部首席関税鑑査官 050－3530－8373 

 長崎税関業務部関税鑑査官  095－828－8669 

 沖縄地区税関 関税鑑査官  098－862－8692 
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ご清聴ありがとう 

ございました 

 

名古屋税関 業務部 

            首席関税鑑査官 


